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１ 開会 

 

午後４時開会 

 

【司会】  皆様、誠に恐れ入りますが、審議会の開催にあたりまして、事務

局からご協力をお願いしたいことがございます。 

まず、携帯電話をお持ちの方は、マナーモードに設定していただきますよう

お願いいたします。また、この会場は禁煙となっておりますので、喫煙はご遠

慮願います。また、会議を傍聴される皆様におかれましては、先にお配りして

おります傍聴要領をお守りいただき、審議会開会中はご静粛にされますようお

願いいたします。 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から、平成２５年度第３回大阪府

都市計画審議会を開催いたします。私は本日の司会を務めます、総合計画課の

森元と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは最初に、委員の皆様にお配りしております資料の確認をさせていた

だきます。お手元の配付資料一覧をご覧ください。資料は１２点ございます。 

① 「配付資料一覧」及び「委員配席表」〔両面刷り〕 

② 大阪府都市計画審議会条例及び規則 

③ 「議題」及び「付議案件一覧」並びに「委員・幹事名簿」〔両面刷り〕 

④ 資料１ 議案書 

⑤ 資料２ 審議会資料 

⑥ 資料３－１ 平成２５年度第４回大阪府都市計画公聴会の公述人の意見に 

      対する考え方 

⑦ 資料３－２ 北部大阪都市計画道路の変更（豊中市）に対する意見書の要旨 

⑧ 資料４ 平成２５年度第４回大阪府都市計画公聴会速記録 

⑨ 資料５－１ 平成２５年度第７回大阪府都市計画公聴会の公述人の意見に 

  対する考え方 

⑩ 資料５－２ 東部大阪都市計画道路の変更（交野市）に対する意見書の要旨 

⑪ 資料６ 平成２５年度第７回大阪都市計画公聴会速記録 

⑫ 資料７ 南部大阪都市計画区域区分の変更（岸和田市）に対する意見書の要 
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    旨 

以上でございます。なお、議事説明時の「パワーポイントの表示画面」を議

案ごとにまとめた補助資料もお手元に配布させていただいております。漏れて

いる資料は、ございませんでしょうか。 

次に、本日は、現委員数３０名の方々のうち２４名の委員のご出席をいただ

いておりますので、大阪府都市計画審議会条例第５条第２項の規定により、本

審議会の定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

なお、本審議会は公開で行いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、小林会長に議事をお願いしたいと存じます。小林会長、よろしく

お願いいたします。 

【会長】(小林潔司君)  本審議会の会長を務めております小林でございます。

よろしくお願いいたします。委員の皆様におかれましては、大変お忙しいとこ

ろご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。           

それでは、ただ今から、平成２５年度第３回大阪府都市計画審議会の議事に

入ります。今回、ご審議いただきます案件は、あらかじめ皆様方のお手元にお

届けいたしました議案書のとおり、「北部大阪都市計画道路の変更」を含みます

１０議案でございます。最初にご審議いただきますのは、議第３７２号です。 

その内容につきまして、幹事に説明させます。 

 

 

２ 議第３７２号「北部大阪都市計画道路の変更」について 

   

【幹事】(川上隆君)   総合計画課長の川上です。よろしくお願いいたしま

す。 

まず、議第３７２号「北部大阪都市計画道路の変更」について、ご説明いた

します。議案書１ページから３ページ、資料１ページから３ページをご覧くだ

さい。本案件は、高槻市域における都市計画道路真上安満線の一部区間の幅員

の変更に関するものでございます。 

本路線は、高槻市中心部の北側を東西に結ぶ幹線道路として、府道枚方亀岡

線から府道安満前島線までの延長約１,８１０メートル、２車線で計画され、府
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道西京高槻線及び府道伏見柳谷高槻線と重複し、このうち、都市計画道路枚方

高槻線及び都市計画道路別所日吉台線と交差する別所交差点から東側の約  

２２０メートルの区間において幅員を変更するものであります。 

府道伏見柳谷高槻線については、高槻市北部地域と広域幹線道路の国道  

１７１号及び国道１７０号を結ぶ広域的な道路ネットワークを形成する路線と

して、現在利用されていることから、この別所交差点における西向き車線にお

いては、左折する交通量の割合が高くなっておりますが、現状は左折専用レー

ンのない１車線であるため、特に、午前中はこの交差点から東側に交通渋滞が

発生している状況であります。 

このため、この交差点改良の事業化にあわせて、交差点部の計画内容を見直

した結果、本路線は、交通処理上必要な、車道２車線とその両側に幅員３.５メ

ートルの自転車・歩行者空間を確保することを基本に、この交差点部において

は、新たに右左折レーンを増設し、西向き車線の交差点の渋滞解消を図ろうと

するものであり、併せて、東側の交差点部においても、右折レーンを計画する

ものであります。 

これにより、都市計画道路真上安満線については、別所交差点から東側の約

２２０メートル区間について、幅員２２メートルを１７.５メートルから２０.

５メートルに変更するものでございます。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び都市計画法１７条に基づく案の縦覧に

対し、意見書の提出はございませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】(小林潔司君)  ただ今、幹事から説明を受けました議案について、

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。それではご質問がないようですの

で、表決に入りたいと思います。議第３７２号を原案どおり承認することにつ

いて、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】(小林潔司君)   ありがとうございます。ご異議がないようですの

で、原案どおり可決します。次にご審議いただきますのは、議第３７３号です。

その内容について幹事に説明させます。 
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３ 議第３７３号「北部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】(川上隆君)   議第３７３号「北部大阪都市計画道路の変更」から

議第３８０号「南部大阪都市計画道路の変更」は、都市計画道路の見直しに伴

う変更案件でございます。 

都市計画道路の見直しにつきましては、平成２３年３月に策定いたしまし

た「都市計画（道路）見直しの基本方針」に基づき、路線ごとに評価を行うこ

ととしております。具体的には、その方針に基づくフローにより評価を行って

いますので、その見直しの流れについて、簡単にご説明いたします。 

まず、既に事業に着手している路線は「存続」させるものとし、未着手のも

のについては、必要性の評価を行います。交通処理機能の必要性が高いものは、

実現性の評価へ移行し、必要性が低いものは、市街化区域内に存するか否かで

評価を分けることとしております。 

今後は、原則市街化区域の拡大を抑制する方針であるため、市街化調整区域

内のものは、廃止候補としておりますが、市街化区域内のものは、交通安全や

防災、市街化形成、環境形成の４つの機能について評価を行った上で、必要性

が低いものは廃止候補とし、必要性が高いものは、事業の実現性を評価します。 

概ね３０年以内に事業着手できるものは、事業の実現性が高いと評価し存続

候補としますが、実現性が低いものは、交通安全機能や防災機能について再検

討し、その必要性が著しく高い場合は、存続候補とし、著しく高くない場合は、

廃止候補としております。以上が、都市計画道路見直しの流れであります。 

なお、今回お示しいたします都市計画道路見直しの案件は、隣接市と接続す

る都市計画道路も含まれており、すべての隣接市との協議も整っているもので

あります。 

それでは、議第３７３号「北部大阪都市計画道路の変更」について、ご説明

いたします。議案書５ページから８ページ、資料５ページから１２ページをご

覧ください。本案件は、豊中市域における都市計画道路伊丹空港線ほか６路線

の見直しに関するものでございます。 

まず、都市計画道路伊丹空港線は、国道１７６号から池田市界までの延長約

６００メートル、幅員１８メートル、２車線で計画され、一部、府道大阪国際
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空港線と重複し、阪急宝塚線と交差する区間が未整備となっております。本路

線の現道は、大半が市道で、大きな混雑もないため、交通処理機能の必要性は

低いものと評価しております。 

また、本路線の未整備区間は、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅

員に対して歩道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事業により拡幅する

こともなく、事業の実現性が低いことから、交通安全機能について再検討した

結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路豊中岸部線は、伊丹市界から吹田市界までの延長約 

４,５２０メートル、幅員１８メートル、２車線で計画され、大半の区間が、府

道伊丹豊中線及び府道旧大阪中央環状線と重複し、府道大阪池田線から東側が、

未整備となっております。 

本路線と並行する東西方向の広域的な断面交通量は、現道の府道旧大阪中央

環状線及び都市計画道路勝部寺内線の２路線で、１日当たり約２７,０００台と

予測され、２路線で合計４車線の交通容量に対して十分満足することから、交

通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

未整備区間のうち、阪急宝塚線から都市計画道路神崎刀根山線までの区間に

ついては、事業中または事業の実現性が高いことから、都市計画を存続するも

のであります。 

また、府道大阪池田線から阪急宝塚線までの区間及び都市計画道路神崎刀根

山線から都市計画道路熊野田新田線までの区間については、都市計画上の２車

線が既に確保され、計画幅員に対して計画幅員が不足し、また、本路線は「豊

中市みどりの基本計画」による環境形成機能の必要性が高くはありますが、今

後、都市計画事業により拡幅することもなく事業の実現性が低いことから、交

通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

また、都市計画道路熊野田新田線から吹田市界までの区間については、現道

のない、市街化区域に位置しており、市街地形成機能及び環境形成機能の必要

性が高くはありますが、概ね３０年以内に事業着手が見込めず、事業の実現性

が低いことから、廃止としております。 

次に、都市計画道路大阪箕面線は、国道１７６号から箕面市界までの延長約

３,９２０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画され、国道１７６号から
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都市計画道路曽根箕面線までの区間については、未整備となっております。 

本路線は、府道豊中亀岡線と重複し、平成２２年の交通量が、一日当たり約

５,３００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少傾向を

考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

また、本路線の未整備区間については、都市計画上の２車線が既に確保され、

計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事業により拡

幅することもなく、事業の実現性が低いことから、交通安全機能について再検

討した結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路熊野田新田線は、都市計画道路豊中岸部線から府道吹田

箕面線までの延長約２，６７０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画さ

れ、都市計画道路上野新田線から国道４２３号までの区間は既に整備されてお

りますが、それ以外の区間は未整備となっております。 

本路線は、一部、府道旧大阪中央環状線と重複し、平成２２年の交通量が、

１日当たり約１３，０００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交

通量の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価してお

ります。 

本路線の都市計画道路豊中岸部線から都市計画道路上野新田線までの区間 

は、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足い

たしますが、今後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が

低いことから交通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

また、国道４２３号から府道吹田箕面線までの区間は、大半が現道のない市

街化区域に位置しておりますが、既に住宅地等が形成されているため、市街地

形成機能の必要性は低いものと評価し、廃止としております。 

次に、都市計画道路千里園熊野田線は、国道１７６号から都市計画道路勝部

寺内線までの延長約５，４４０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画さ

れ、一部、府道熊野大阪線と重複し、一部区間が未整備となっております。 

このうち、府道旧大阪中央環状線から南側の未整備区間については、豊中市

において事業の実現性が高いことから都市計画を存続するものであります。国

道１７６号から都市計画道路曽根箕面線までの区間については、本路線に並行

する東西方向の広域的な断面交通量が、府道旧大阪中央環状線及び都市計画道
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路平塚熊野田線の２路線で、１日当たり約２９，０００台と予測され、２路線

で合計４車線の交通容量に対して満足することから、交通処理機能の必要性は

低いものと評価しております。 

また、当該区間は、大半が、現道がなく、既に住宅等が形成されているため、

市街地形成機能の必要性は低く、広域緊急交通路である国道１７６号にアクセ

スいたしますが、府道豊中亀岡線等で代替ルートが確保されるため防災機能に

ついて再検討した結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路曽根箕面線は、都市計画道路平塚熊野田線から都市計画

道路大阪箕面線までの延長約３，４６０メートル、幅員１６メートル、２車線

で計画され、一部、府道豊中亀岡線と重複し、都市計画道路神崎刀根山線から

府道旧大阪中央環状線までの区間が未整備となっております。 

本路線に並行する南北方向の広域的な断面交通量については、旧府道豊中亀

岡線及び府道豊中亀岡線の２路線で、１日当たり約３０，０００台と予測され、

２路線で合計４車線の交通容量に対して概ね満足することから、交通処理機能

の必要性は低いものと評価しております。 

また、当該区間は、都市計画上の２車線と、両側に歩道が確保されており、 

「豊中市みどりの基本計画」による、環境形成機能の必要性はありますが、概

ね３０年以内に事業着手は見込めず、事業の実現性が低いことから、廃止とし

ております。 

次に、都市計画道路服部吹田線は、国道１７６号から吹田市界までの延長約

１，１００メートル、幅員８メートルで計画され、全線未整備となっておりま

す。本路線は、府道豊中吹田線と重複し、平成２２年の交通量が、１日当たり

約４，５００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少傾

向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

また、本路線は、歩道空間が確保されていませんが、今後、都市計画事業に

より拡幅することもなく、事業の実現性が低いことから交通安全機能について

再検討した結果、廃止としております。 

以上により、各路線の変更内容については、伊丹空港線は、延長約１１０メ

ートルを廃止、豊中岸部線は、延長約２，４７０メートルを廃止し、西側の名

称を伊丹豊中線に変更、大阪箕面線は、全線廃止、熊野田新田線は、延長約   
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２，３２０メートルを廃止、千里園熊野田線は、延長約１，８００メートルを

廃止するものであります。 

曽根箕面線は、延長約２８０メートルを廃止し、大阪箕面線廃止に伴う、箕

面市界から都市計画道路曽根箕面線までの延長約９０メートルの区間を追加 

し、名称を南側は桜塚上野線に、北側は少路箕面線にそれぞれ変更するもので

あります。服部吹田線は全線廃止するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、８月２９日に公聴会を開催し、２名の公述がありました。さらに、

１２月２日から１６日までの２週間、都市計画法第１７条に基づく案の縦覧を

行いましたところ、７通の意見書が提出されました。 

公聴会における公述の要旨につきましては、お配りしております資料３－１

に記載しております。 

まず、１人目の公述の要旨は次のとおりであります。 

私たちのマンションは熊野田新田線の沿道に建ち、前面のみが出口となって

いる。マンションの敷地と熊野田新田線の道路の間に、道路拡幅予定だった土

地があり、私どもの所有ではない。 

分譲当初から、計画道路予定地なので事業主が所有する旨が説明されたが、

今般この道路計画がなくなると、道路に接しない、建替えもできないマンショ

ンとなる。マンション前面道路のあり方について、私たちとマンション事業主

と行政の３者で協議を主体的に行ってほしい。建築上の問題となれば豊中市も

主体的に絡む話となると思う。 

私たちのマンション前は、非常に交通量が増えており、バス停の場所は道路

が拡がっておらず、バス停車中も渋滞となり、直近の交差点では右折レーンも

ない状況で、熊野田新田線全体の計画中止に関してまでご意見するつもりはな

いが、一部の区間において、バスの停留所周辺の拡張や右折レーンの設置など

実質的対策を検討してほしい。という意見でございます。 

これに対する大阪府の見解は、当該マンションの接道問題につきましては、

土地を所有しているマンション事業主とマンション管理組合とで話し合いを行

っていただく内容であると考えておりますが、建築基準法上の許認可を行う豊

中市に確認いたしましたところ、豊中市としては、将来のマンションの建替え
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等に支障がないよう建築基準法の観点からアドバイスさせていただくと聞いて

おります。 

ご指摘の府道旧大阪中央環状線の当該マンション前の拡幅等の対応につきま

しては、今後とも道路管理者として地元、豊中市と調整してまいりたいと考え

ております。 

次に、２人目の公述の要旨は、次のとおりであります。 

大阪箕面線の廃線について意見を申し上げたい。阪急バス永楽荘４丁目から

豊中駅までの間は、他の道路と比べて、非常に危険が多いと感じる。大阪箕面

線は、歩道がなく、自転車・歩行者・車・阪急バスが頻繁に通行している。特

にすれ違う場合には交通の流れが止まり、時々ストップしている状況が発生す

る。この道路を拡幅して生活道路としていただきたい。そのために都市計画が

策定され、進んできたのだと思う。 

もし廃止がやむを得ない場合は、この道路を一方通行にし、歩道を設けてい

ただきたい。かなり不便にはなるが、生命の安全を脅かすような道路ではなく、

安心して自転車、歩行者が通れる道路が必要ではないか。今回、廃止という場

合は、まだそういった拡幅工事につながる工事をされていないものと、既に都

市計画に協力して、用地を提供してきた人との差が生じ、非常に不公平となる。 

大阪箕面線の道路の状況を見ても、バスが停車していてもそのまま通行可能

な道は、私どものマンションの前しか現在はない。マンション建設当時に土地

を提供し、道路用地に供与しているので、都市計画が見直される場合に、過去

において提供した用地についても通行に差し支えない範囲において、見直して

いただきたい。というご意見でございます。 

これに対する大阪府の見解は、都市計画道路大阪箕面線について、「都市計 

画（道路）見直しの基本方針」に基づき評価した結果、交通処理機能の必要性

は低く、交通安全機能の必要性はありますが、事業の実現性が低いものと考え

ており、都市計画を廃止しようとするものであります。 

ご指摘の府道豊中亀岡線の歩道未整備区間への対応につきましては、今後と

も道路管理者として地元、豊中市と調整してまいりたいと考えております。 

また、過去において提供された用地につきましては、豊中市に確認したとこ

ろ、マンション建設当時に開発許可手続きの中で開発事業者と協議を行い、道
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路用地として市に提供されたものであり、現在は、バスの停車スペースや歩道

として植樹帯も含めて道路として供用されており、都市計画が廃止された後も

引き続き、市において道路として管理を行うと聞いております。 

次に、意見書については７通の意見書の提出がありました。 

意見書の要旨につきましては、お配りしております資料３－２に記載してお

ります。７通の意見書は同主旨でございますので、意見書の要旨と大阪府の見

解につきまして、まとめてご説明いたします。 

意見は、都市計画道路熊野田新田線及び都市計画道路豊中岸部線の八坂橋交

差点から都市計画道路上野新田線までの区間に関するものであります。 

まず、共通の意見でありますが、八坂橋交差点から上野新田線交差点までの

現道は、歩行者・自転車のための空間確保が極めて不十分。特に熊野町バス停

付近から熊野町東バス停付近までの間、南東側は、歩道があるものの、非常に

狭く、路面状態が老朽化している。歩行者は対面歩行ができず、自転車との接

触事故が多発している。また、北西側は、歩道がなく、路側帯がない部分が長

スパンにわたって存在し、溝蓋もガタガタで、ない所もあり、高齢者、車椅子、

小学生、幼児の母親たちが歩行するには危険な状態である。都市計画道路が廃

止されると、前からあった古い建設物の撤去等をやらなくなる。 

また、道路に近接してＲＣ造など堅牢な建造物が建てられた場合、安全な歩

道を確保しようとすると、費用面や労力等が膨大なものとなり、極めて困難に

なると危惧する。「都市計画道路の廃止」の中止と、安全な歩道の整備工事を 

早急に願う。今「廃止」するのではなく、「存続」させた上で、行政としての 

考えを聞かせてほしい。というご意見でございます。 

次に、個別の意見でありますが、都市計画廃止の方針は、府の「都市計画（道

路）見直しの基本方針」にある交通処理機能、交通安全機能、防災機能、実現

性等すべてに著しく違背するのみか、地域福祉に対する細やかな配慮が欠如し

ている。 

都市計画道路廃止ではなく、変更していただき、計画幅員１６メートルを１

２メートル程度に縮小して、両側に３メートル程度の歩道を整備していただき

たい。これによって、歩行者・自転車の安全が確保される上、施工にかかる負

担が少なくなり、計画の実現性が高まる。 
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計画策定時の発展拡大時代は確かに終わったが、現在進行中の猛スピードの

高齢化時代における、社会福祉・地域福祉的視点からの道路計画をお考えいた

だき、改めて計画を見直していただくことを願う。というご意見でございます。 

これに対する府の見解は、都市計画道路熊野田新田線及び豊中岸部線につい

て、平成２３年３月に策定した「都市計画（道路）見直し基本方針」に基づき

評価を行いました。 

その結果、２路線が連続する八坂橋交差点から上野新田線までの区間につい

ては、重複する府道旧大阪中央環状線において、都市計画で定められた２車線

が確保されていることから、交通処理機能の必要性は低く、歩道が未整備のた

め、交通安全機能の必要性がありますが、今後、都市計画事業による拡幅も予

定していないことから、事業の実現性が低いものと考えております。このため、

当該区間については、都市計画を廃止しようとするものであります。 

なお、府道旧大阪中央環状線の歩道未整備区間への対応につきましては、今

後とも道路管理者として地元、豊中市と調整してまいりたいと考えております。 

最後に、審議案件の変更内容につきまして、都市計画法第１８条に基づき関

係市の意見を聴きましたところ、豊中市から意見をいただいております。豊中

市からの意見と大阪府の見解を説明いたします。 

「都市計画（道路）見直しの基本方針」のもと作成された都市計画道路の変

更案は、妥当と言える。都市計画道路を廃止した後の府道の交通安全対策とし

て、大阪箕面線、熊野田新田線、服部吹田線に重複している府道について、大

阪府都市整備中期計画（案）に基づく整備対象路線として位置付けるなど、早

期に交通安全対策を講じられたい。早期の交通安全対策の実現に向けて、地元、

豊中市と協議・調整を行いながら、具体の方策について検討を進められたい。

というご意見をいただいております。 

これに対する府の見解は、府道の歩道未整備区間への対応につきましては、

今後とも道路管理者として地元、豊中市と調整をしてまいりたいと考えており

ます。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案について、

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

【田中臨時委員】  会長、よろしいでしょうか。臨時委員として出席をさせ
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ていただいております豊中市副市長の田中でございます。よろしくお願い申し

上げます。座らせていただいて、意見を申し上げたいと思います。 

先程、府の方からご説明があった内容の繰り返しになりますが、今回、大阪

府さんと足並みを揃えて、府道及び豊中市道も含めまして、都市計画道路の見

直しを同様の視点で進めてまいりました。 

その結果、先程のご説明にもございましたように、都市計画道路を取り巻く

状況の変化を考えた場合、やむを得ないものと豊中市としましても考えており

ます。 

これは、豊中市決定の都市計画道路においても同様の判断をしているところ

でございます。 

しかし、先程、大阪府さんから紹介していただきました豊中市の回答のとお

り、とりわけ、今回の付議案件である議第３７３号のうち、大阪箕面線・熊野

田新田線・服部吹田線と重複しております現府道につきましては、市民の足と

なっております阪急バスの路線になっております。生活圏道路あるいは通勤・

通学道路として市民に利用されており、かつ、バス路線でもありながら歩道が

ございません。交通安全上の課題がこのまま続くことについて、多くの市民や

豊中市議会からもご意見をいただいております。 

特に、大阪箕面線と重複しております府道につきましては、本市の都市計画

審議会におきましても、多数の意見が述べられております。都市計画道路を廃

止した後の安全対策を懸念する議論が中心でした。 

市の都市計画審議会におきましても、昨今の状況から、都市計画道路の変化

を見まして、都市計画の廃止については、一定の了解をしているところでござ

いますが、府道の安全対策については、是非とも後退をさせないで、これを契

機に地元、市とも協議をしながら、安全対策が進むようにという意見がありま

したので、府からの意見照会に対して、市として回答をさせていただいた次第

でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

【会長】（小林潔司君）   豊中市の田中副市長にご確認をしますが、ただ今

のご意見は豊中市長の意見の補足説明ということで承らせていただいて、よろ

しいでしょうか。 

【田中臨時委員】  はい、結構でございます。 
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【会長】（小林潔司君）   ありがとうございます。そのほかに、ご意見、ご

質問はございますか。 

【八重樫委員】  府議会議員の八重樫と申します。私からも地元市の選出の

議員として、２点の確認をさせていただきたいと思います。 

１つは、先程、大阪箕面線の交通安全対策については、今後も地元市と調整

していくとい述べられていました。 

しかし、道路に民家が張り付いていて、用地買収をしないと安全対策ができ

ないような狭隘な道路の都市計画の廃止を決定するということは、地元住民に

とっては、これから大阪府は交通安全対策をしないということを宣言すること

に等しい内容であると思われて、本当に交通安全対策が進むのかどうかという

ことを非常に懸念されています。 

この点について、先程の府の見解では地元市と調整していくということでし

たが、今後、交通安全対策をどのように行おうとされているのか、もう少し具

体的にご回答をいただきたいと思います。 

もう１つは、今回の都市計画の廃止の考え方におきまして、人口減少と交通

量の減少について述べられておりますけれども、豊中市は昭和６０年から人口

がずっと減少してきましたが、５年前から人口は増加に転換しております。 

前提となる条件が変わった場合に、都市計画の廃止を再度見直しされるとい

うお考えはあるのでしょうか。この点について、お聞きをしたいと思います。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今の八重樫委員からのご意見につきまして、

幹事からご説明がありましたら、よろしくお願いします。 

【幹事】（川上隆君）   今回の都市計画道路の見直しにおきましては、計画

の必要性と事業の実現性の両面から評価を行いまして、不要な建築制限は解除

しようということですが、先程ご指摘のありました大阪箕面線は、交通安全対

策が必要な箇所、歩道未整備の箇所があるということは認識しております。 

したがいまして、都市計画を廃止いたしましても現道対策ということで、現

場等の点検を行った上で、交通安全事業の検討は継続していくというように考

えております。 

交通安全事業につきましては、現在、事業中の路線を最優先に進めておりま

して、その他の歩道未整備区間については、交通量の多い路線、通学路、バリ
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アフリー法に基づく特定道路等を対象に地域状況等を総合的に勘案して、事業

の必要性や優先度について検討し、対応してまいります。 

今回ご要望をいただいた歩道未整備区間の対応につきましては、道路管理者

として地元、豊中市と調整して行きたいと考えております。 

次に、人口減少の問題と、今後、人口増加に転じた場合はどうなるのかとい

うご意見でございますが、現在の交通量の推計は、国の人口推計及び大阪府の

人口推計に基づいて国土交通省等が推計する交通量に基づいて行っております。

ただし、委員がおっしゃるように、今後、さらに長期の変動が豊中市域やその

他の地域において起きるということがあれば、大きな計画の見直しをするとい

うことを否定するものではないと考えておりますが、現在の推計状況からいた

しますと、やはり人口が減っていく、交通量が減っていくという予測の中で対

処をしていくということで、ご理解をいただきたいと思います。 

【会長】（小林潔司君）   八重樫委員、よろしいでしょうか。 

【八重樫委員】  はい、分かりました。府道ですので、交通安全対策につい

ては大阪府が主導して、しっかりと今後も行っていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

【会長】（小林潔司君）   八重樫委員にご確認をしたいと思いますが、ただ

今のご意見は、ご要望ということで、承らせていただいてよろしいですか。 

【八重樫委員】  はい。 

【会長】（小林潔司君）   ありがとうございます。そのほかに、ご意見・ご

質問はございませんでしょうか。それでは、ご要望をいただきましたが、ご異

議はないようですので、表決に入りたいと思います。 

議第３７３号を原案どおり承認することについて、ご異議ございませんでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決いた

します。次にご審議いただきますのは、議第３７４号です。その内容について

は、幹事に説明をさせます。 
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４ 議第３７４号「北部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３７４号「北部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。議案書９ページから１２ページ、資料１３ページか

ら１７ページをご覧ください。本案件は、茨木市域における都市計画道路大阪

高槻京都線ほか１路線の見直しに関するものでございます。 

まず、都市計画道路大阪高槻京都線は、吹田市界から高槻市界までの延長約

５,３２０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画され、府道大阪高槻京都

線及び国道１７１号と重複し、府道南千里茨木停車場線との交差部の前後約３

１０メートルの区間が未整備であります。 

茨木市域の南北方向の広域的な断面交通量については、府道大阪高槻京都線

及び都市計画道路十三高槻線の２路線で、１日当たり約６０,０００台と予測さ

れ、２路線で合計６車線の交通容量に対して十分満足することから、交通処理

機能の必要性は低いものと評価しております。 

また、当該区間は、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して

歩道幅員が不足いたしますが、両側に歩道が確保されており、今後、歩道の充

実を目的とした計画幅員での拡幅の必要性は低いものと評価をしています。 

このため、前後の計画幅員に合わせて、幅員１６メートルから２０メートル

を幅員１６メートルに変更しております。 

次に、都市計画道路茨木寝屋川線は、都市計画道路京都神戸線から摂津市界

までの延長約６,９６０メートル、幅員２０メートル、２車線で計画され、府道

茨木亀岡線、府道八尾茨木線及び府道茨木寝屋川線と重複し、一部区間が未整

備であります。 

このうち、府道八尾茨木線から都市計画道路茨木鮎川線までの区間について

は、交通処理機能の必要性が高く、事業の実現性も高いことから都市計画を存

続するものであります。 

また、都市計画道路京都神戸線から府道茨木亀岡線までの区間については、

本路線と並行する東西方向の広域的な断面交通量が、国道１７１号、都市計画

道路山麓線及び名神側道の３路線で、１日当たり約７４,０００台と予測され、

３路線で合計８車線の交通容量に対して十分満足することから、交通処理機能
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の必要性は低いものと評価しております。 

また、当該区間は、一部、市道と重複していますが、既に住宅地等が形成さ

れているため、市街地形成機能の必要性は低く、広域緊急交通路である国道 

１７１号にアクセスいたしますが、名神側道で代替ルートが確保されるため防

災機能について再検討をした結果、廃止としております。 

また、都市計画道路茨木寝屋川線の名神側道から国道１７１号までの区間及

び都市計画道路十三高槻線から摂津市界までの区間については、車線数を現況

の整備状況に合わせて、２車線から４車線に変更するものであります。 

以上により、各路線の変更内容については、大阪高槻京都線は、延長約 

３１０メートルの区間の幅員１６メートルから２０メートルを１６メートルに

変更するものであり、茨木寝屋川線は、延長約１,１１０メートルを廃止し、延

長約１,３２０メートルの区間の車線数を２車線から４車線に変更するものであ

ります。 

また、茨木寝屋川線の一部区間の廃止に伴い、京都神戸線の一部区域及び上

郡佐保線の延長約４,２６０メートルを約４,２８０メートルにそれぞれ変更す

るものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案につきま

して、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見、ご質問がないよう

ですので、表決に入りたいと思います。議第３７４号を原案どおり承認するこ

とについて、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ありがとうございます。ご異議がないようですの

で、原案どおり可決します。次にご審議いただきますのは、議第３７５号です。

その内容について幹事に説明をさせます。 
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５ 議第３７５号「北部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３７５号「北部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。議案書１３ページから１５ページ、資料１９ページ

から２２ページをご覧ください。本案件は、摂津市域における都市計画道路大

阪鳥飼上上田部線ほか１路線の見直し及び都市計画道路茨木寝屋川線の構造変

更に関するものでございます。 

まず、都市計画道路大阪鳥飼上上田部線は、大阪市界から高槻市界までの延

長約５,４００メートル、幅員２０メートル、２車線で計画され、府道大阪高槻

線と重複し、大半の区間が未整備であります。摂津市域の東西方向の断面交通

量については、府道大阪高槻線及び都市計画道路十三高槻線の２路線で、１日

当たり約５３,０００台と予測され、２路線で合計６車線の交通容量に対して十

分満足することから、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

また、本路線の未整備区間は、都市計画上の２路線が既に確保され、計画幅

員に対して歩道幅員が不足いたしますが、両側に歩道が概ね確保されており、

今後、歩道の充実を目的とした計画幅員での拡幅の必要性が低いものと評価し、

廃止としております。 

次に、都市計画道路千里丘正雀一津屋線は、府道沢良宜東千里丘停車場線か

ら府道大阪高槻線までの延長約３,４６０メートル、幅員１２メートル、２車線

で計画され、大半の区間が未整備であります。 

本路線は、大半の区間が、府道正雀停車場線及び府道正雀一津屋線と重複し、

平成２２年の交通量が、１日当たり約１４,０００台で、現道での交通処理が可

能と考えられ、将来交通量の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は

低いものと評価しております。 

本路線の安威川より南側及びＪＲ千里丘駅付近の現道のない未整備区間につ

いては、既に住宅地等が形成されているため、市街地形成機能の必要性は低い

ものと評価し、廃止としております。 

また、本路線の安威川より北側の府道と重複する区間については、都市計画

上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、

今後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が低いことから、
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交通安全機能について再検討をした結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路茨木寝屋川線は、茨木市界から高槻市界までの延長約 

１,０１０メートル、２車線で計画され、府道茨木寝屋川線と重複しております。 

本路線は、全線既に整備済みでありますが、現道の整備状況に合わせて、車

線数を２車線から４車線に、構造形式を一部区間嵩上式から全線地表式に、ま

た、その区間の幅員をそれぞれ変更するものであります。なお、本路線の変更

による区域の変更はございません。 

以上により、各路線の変更内容については、大阪鳥飼上上田部線及び千里丘

正雀一津屋線については、全線を廃止するものであり、茨木寝屋川線について

は、車線数を４車線に、構造形式を全線地表式に変更するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案について、

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見等がないようですので、表

決に入ります。議第３７５号を原案どおり承認することについて、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。次にご審議をいただきますのは、議第３７６号です。その内容について、

幹事に説明をさせます。 

 

 

６ 議第３７６号「東部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３７６号「東部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。議案書１７ページから１９ページ、資料２３ページ

から２５ページをご覧ください。本案件は、門真市域における都市計画道路古

川橋駅前線の見直しに関するものでございます。 

都市計画道路古川橋駅前線は、都市計画道路堂山常称寺線から古川橋駅前ま
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での延長約６６０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画され、全線未整

備であります。 

本路線が府道八尾茨木線と重複する区間は、平成２２年の交通量が、１日当

たり約１０,７００台で、府道守口門真線と重複する区間は約１４,５００台のた

め、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少傾向を考慮すると、

交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

本路線のうち、府道八尾茨木線から古川橋駅前までの区間は、古川橋駅への

アクセス機能を有し、まちづくりや安全対策の観点から、必要性が高いものと

評価しております。 

また、都市計画道路堂山常称寺線から府道守口門真線までの延長約４５０メ

ートルの区間については、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対

して歩道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事業により拡幅することも

なく、事業の実現性が低いことから、交通安全機能について再検討した結果、

廃止としております。 

以上により、古川橋駅前線については、延長約４５０メートルの区間を廃止

するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案について、

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見がないようですので、表決

に入ります。議第３７６号を原案どおり承認することについて、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決いた

します。次にご審議いただきますのは、議第３７７号です。その内容について、

幹事に説明をさせます。 
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７ 議第３７７号「東部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３７７号「東部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。議案書２２ページから２３ページ、資料２７ページ

から２９ページをご覧ください。本案件は、交野市域における都市計画道路村

野神宮寺線の見直しに関するものでございます。 

都市計画道路村野神宮寺線は、枚方市界から第二京阪道路側道までの延長約

２，２６０メートル、幅員１４メートル、２車線で計画され、府道枚方交野寝

屋川線から西側の区間は既に整備されておりますが、東側の一部区間は未整備

であります。 

本路線は、一部、府道枚方大和郡山線と重複し、平成２２年の交通量が、１

日当たり約９，６００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量

の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しておりま

す。 

本路線の幾野六丁目付近の市道から府道交野久御山線までの区間について 

は、一部、未整備区間があり、事業の実現性が高いことから都市計画を存続す

るものであります。 

また、府道枚方交野寝屋川線から市道までの区間については、都市計画上の

２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足しておりますが、今

後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が低いことから、

交通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

また、府道交野久御山線から第二京阪道路側道までの区間については、大半

が市街化調整区域に位置していることから、廃止としております。 

以上により、村野神宮寺線については、延長約１，３２０メートルを廃止し、

それぞれ名称を村野幾野線及び幾野倉治線に変更するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、昨年１０月３０日に公聴会を開催し、１名の公述がありました。さ

らに１２月１２日から２６日までの２週間、案の縦覧を行いましたところ、１

通の意見書が提出されました。公聴会の公述意見と意見書は同趣旨の内容であ

ります。 
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このため、公聴会での公述及び意見書の要旨をまとめて説明したのち、大阪

府の見解を説明いたします。 

なお、これらの意見の要旨につきましては、お配りいたしております資料５

－１、５－２に記載しております。 

まず、公述及び意見書の要旨は、次のとおりです。 

大阪府における将来の人口減少や財政上の負担等の経済情勢の変化について

理解はできるが、今回廃止予定である村野神宮寺線は、府道枚方交野寝屋川線

と第二京阪道路を東西に結ぶアクセス道路であり、併せて幾野の工業地域を横

断しているため、大型トレーラーの出入りが頻繁に行われており、一部で対面

通行ができない現状である。 

さらに、第二京阪道路のアクセス道路としての利用も高まり、コンビニも２

か所でき、交通量は増加の一途である。それに加えて、生活道路でもあるため、

通勤・通学の為の原動機付きバイクや自転車の走行も大変多く、道路拡幅によ

り歩道整備されることを熱望していたところである。 

また、当該区間においては、このような道路状況のため、２名の若く尊い命

が犠牲となる死亡事故が発生している。現在、この地域には、全然、歩道がな

い。計画を実行される順序として、やり易い所から工事をされるのは理解でき

るが、必要性のあるところが今回、中止になっている。 

あまり利用されていない所が完了していて、是非とも拡げてもらわなければ

不便だという所が後回しになってやり方が逆である。現在まだ工事がされてい

ない場所の建物、工場を見ても、道路の拡張分かどうかは分からないが、下が

って建物を建て、場所を提供する状態である。 

自分の敷地なので、用を達するための使用はしているが、いざという時には、

提供できるように準備しており、どうかそういう点も、そういう方々のために

も、是非この計画はできれば変更をお願いしたい。 

廃止の再度見直しが不可能であるならば、せめて、交通安全機能の確保のた

め、最優先で未整備区間の道路拡幅及び歩道の設置をお願いしたい。というご

意見でございます。 

これらに対する大阪府の見解は、都市計画道路村野神宮寺線の府道枚方交野

寝屋川線から市道幾野春日線までの区間については、「都市計画（道路）見直
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しの基本方針」に基づき評価した結果、交通処理機能の必要性は低く、交通安

全機能の必要性はありますが、事業の実現性は低いため、廃止とするものであ

ります。 

ご指摘の歩道未整備の当該区間への対応につきましては、今後とも道路管理

者として地元、交野市と調整してまいりたいと考えております。説明は以上で

ございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案について、

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

【中田臨時委員】  臨時委員として出席させていただいております交野市長

の中田でございます。この案件につきまして、考え方だけ申し述べさせていた

だきます。 

４年前に第二京阪道路が開通いたしまして、本市の交通関係は大きく変化し

てまいりました。非常に良好な形になってきたと思っております。 

ただし、村野神宮寺線につきましては、先程の公述意見等にございましたよ

うに、府道枚方交野寝屋川線と第二京阪道路のアクセス道路ということで、我々

も非常に大事な道路であると思っています。 

今後の動向等を踏まえ、廃止や見直しをするということは理解できますが、

意見等にもございましたように、大型車等が通って非常に危険な道路でござい

ますので、一刻も早く歩道の整備等を進めていただくように、お願いを申し上

げて意見としたいと思います。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今の交野市の中田市長からのご意見に対して、

幹事から何かございますか。 

【幹事】（川上隆君）   今回の路線におきましても、歩道が未整備となって

いる個所があるということは認識しております。 

そういうところにつきましては、先程、ご説明させていただきましたように、

今後とも地元市と調整してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

【会長】（小林潔司君）   交野市の中田市長にご確認しますが、ただ今のご

意見はご要望ということで、承らせていただいてよろしいですか。 

【中田臨時委員】  はい。 
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【会長】（小林潔司君）   他にご質問はございますか。ご要望はいただきま

したが、特に反対意見ではございませんでしたので、表決に入りたいと思いま

す。議第３７７号を原案どおり承認することについて、ご異議がございません

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。次にご審議いただきますのは、議第３７８号です。その内容について、幹

事に説明させます。 

 

 

８ 議第３７８号「東部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３７８号「東部大阪都市計画道路の変更」につ

いてご説明いたします。議案書２５ページから２８ページ、資料３１ページか

ら３７ページをご覧ください。本案件は、八尾市域における都市計画道路大阪

八尾線ほか６路線の見直しに関するものでございます。 

まず、都市計画道路大阪八尾線は、大阪中央環状線から大阪市界までの延長

約４，５７０メートル、幅員２５メートル、４車線で計画され、一部、府道大

阪八尾線及び府道旧大阪中央環状線と重複し、都市計画道路久宝寺太田線から

西側の区間は既に整備されておりますが、それ以外の区間は未整備となってお

ります。 

本路線に並行する南北方向の広域的な断面交通量については、現道の府道旧

大 阪 中 央 環 状 線 及 び 府 道 大 阪 中 央 環 状 線 の ２ 路 線 で 、 １ 日 当 た り 約 

８６，０００台と予測され、合計８車線の交通容量に対して満足することから、

交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

本路線の未整備区間のうち、都市計画道路渋川南本町線から国道２５号まで

の区間は、ＪＲ八尾駅へのアクセス機能を有し、まちづくりや安全対策の観点

から必要性が高いものと評価しております。 

また、府道大阪中央環状線から都市計画道路渋川南本町線までの区間及び国

道２５号から都市計画道路久宝寺太田線までの区間は、交通処理上、必要な２
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車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、今後、

都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が低いことから、交通

安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路弥刀上ノ島線は、東大阪市界から国道１７０号までの延

長約４，４８０メートル、幅員２５メートル、４車線で計画され、一部、府道

旧大阪中央環状線と重複し、全線未整備となっております。本路線に並行する

東西方向の広域的な断面交通量については、現道の府道旧大阪中央環状線及び

府道大阪港八尾線の２路線で、１日当たり約２９，０００台と予測され、合計

４車線の交通容量に対して満足することから、交通処理機能の必要性は低いも

のと評価しております。本路線の府道八尾枚方線から国道１７０号までの区間

は、今後、八尾市において整備を検討することから、存続としております。 

また、東大阪市界から大阪中央環状線までの区間は、現道のない市街化区域

に位置しておりますが、既に住宅地等が形成されているため、市街地形成機能

等の必要性は低いことから、廃止としております。 

また、大阪中央環状線から府道八尾枚方線までの区間は、両側に歩道が概ね

確保されており、今後、歩道の充実を目的とした計画幅員での拡幅の必要性も

低いものと評価しており、廃止としております。 

次に、都市計画道路玉串柏村線は、東大阪市界から都市計画道路安中山ノ井

線までの延長約５，０９０メートル、幅員１８メートル、２車線で計画され、

全線未整備となっております。本路線は、大半の区間を府道八尾茨木線と重複

し、平成２２年の交通量が、１日当たり約９，４００台で、現道での交通処理

が可能と考えられ、将来交通量の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要

性は低いものと評価しております。 

本路線のうち、近鉄河内山本駅から府道大阪港八尾線までの区間は、河内山

本駅へのアクセス機能を有し、まちづくりや安全対策の観点から、必要性が高

いものと評価しております。 

また、東大阪市界から河内山本駅までの区間及び府道大阪港八尾線から都市

計画道路安中山ノ井線までの区間は、都市計画上の２車線が既に確保され、計

画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事業により拡幅

することもなく、事業の実現性が低いことから、交通安全機能について再検討
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した結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路安中教興寺線は、ＪＲ八尾駅から（旧）国道１７０号ま

での延長約３，４２０メートル、幅員１８メートル、２車線で計画され、大半

の区間が未整備となっております。 

本路線は、一部、府道山本黒谷線と重複し、平成２２年の交通量が、１日当

たり約７，５００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減

少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

本路線のうち、ＪＲ八尾駅から国道１７０号までの区間は、ＪＲ八尾駅や近

鉄高安駅へのアクセス機能を有し、まちづくりや安全対策の観点から、必要性

が高いものと評価しております。 

また、国道１７０号から（旧）国道１７０号までの区間は、都市計画道路の

幅員８メートルで歩道空間を確保することは困難であるため、この都市計画の

必要性は低いことから、廃止としております。 

次に、都市計画道路八尾枚方線は、都市計画道路大阪楽音寺線から都市計画

道路弥刀上ノ島線までの延長約８２０メートル、幅員１５メートル、２車線で

計画され、全線未整備となっております。 

本路線は、府道八尾枚方線と重複し、平成２２年の交通量が、１日当たり約

１０，０００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少傾

向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。本路

線は、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足

いたしますが、両側に歩道が概ね確保されており、今後、歩道の充実を目的と

した計画幅員での拡幅の必要性も低いものと評価しており、廃止としておりま

す。 

次に、都市計画道路久宝寺太田線は、都市計画道路竜華東西線から藤井寺市

界までの延長約４，２００メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、

都市計画道路大阪八尾線から北側は、既に整備されていますが、南側は未整備

となっております。 

本路線は、一部、府道旧大阪中央環状線と重複し、平成２２年の交通量が、

１日当たり約１１，０００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交

通量の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価してお
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ります。 

本路線の未整備区間は、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対

して歩道幅員が不足いたしますが、両側に歩道が概ね確保されており、今後、

歩道の充実を目的とした計画幅員での拡幅の必要性は低いものと評価し、廃止

としております。 

次に、都市計画道路安中山ノ井線は、府道八尾停車場線から柏原市界までの

延長約４，３４０メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、一部、府

道柏村南本町線と重複し、大半の区間が未整備となっております。 

府道八尾停車場線から国道１７０号までの区間については、本路線に並行す

る東西方向の広域的な断面交通量が、都市計画道路大阪柏原線及び国道２５号

の２路線で、１日当たり約８２，０００台と予測され、合計８車線の交通容量

に対して満足しております。 

また、国道１７０号から柏原市界までの区間については、本路線に並行する

南北方向の広域的な断面交通量が、国道１７０号及び（旧）国道１７０号の２

路線で、１日当たり約３７，０００台と予測され、合計６車線の交通容量に対

して満足することから、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

本路線の未整備区間のうち、都市計画道路、八尾中央線から府道八尾道明寺

線までの区間は、今後、八尾市において整備を検討することから、存続として

おります。 

また、府道八尾停車場線から都市計画道路八尾中央線までの区間及び府道八

尾茨木線から柏原市界までの区間については、現道のない市街化区域に位置し

ておりますが、既に住宅地等が形成されているため、市街地形成機能等の必要

性は低いものと評価し、廃止としております。 

また、都市計画道路東大阪中央線から府道八尾茨木線までの区間については、

都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたし

ますが、今後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が低い

ことから、交通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

これにより、各路線の変更内容については、大阪八尾線は、延長約 

３，１２０メートルを廃止し、名称を、北側は渋川植松線、南側は西木の本線

にそれぞれ変更、弥刀上ノ島線は延長約１，０４０メートルを廃止し、名称を
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宮町上ノ島線に変更、玉串柏村線は延長約４，８４０メートルを廃止し、名称

を河内山本駅前線に変更、安中教興寺線は、延長約３５０メートルを廃止する

ものであります。 

また、八尾枚方線については、全線を廃止し、久宝寺太田線は、延長約２，

１６０メートルを廃止し、名称を久宝寺木の本線に変更、安中山ノ井線は延長

約３，１００メートルを廃止し、名称を安中八尾木線に変更するものでありま

す。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案について、

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見がないようですので、表決

に入りたいと思います。議第３７８号を原案どおり承認することについて、ご

異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。次にご審議いただきますのは、議第３７９号です。その内容について、幹

事に説明させます。 

 

 

９ 議第３７９号「東部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３７９号「東部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。議案書２９ページから３１ページ、資料３９ページ

から４４ページをご覧ください。本案件は、柏原市域における都市計画道路国

分道明寺線ほか５路線の見直しに関するものでございます。 

まず、都市計画道路国分道明寺線は、国道２５号から藤井寺市界までの延長

約１，４５０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画され、全線が未整備

となっております。 

柏原市南部の東西方向の広域的な断面交通量については、重複する現道の府



平成25年度第3回大阪府都市計画審議会会議録 

28 

道堺大和高田線及び国道２５号の２路線で、１日当たり約２４，０００台と予

測され、合計４車線の交通容量に対して十分満足することから、交通処理機能

の必要性は低いものと評価しております。 

国道２５号から都市計画道路玉手山線までの区間は、近鉄河内国分駅へのア

クセス機能を有し、まちづくりや安全対策の観点から必要性が高いものと評価

しております。 

また、都市計画道路玉手山線から藤井寺市界までの区間は、都市計画上の２

車線が確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、両側に歩道

が概ね確保されており、今後、歩道の充実を目的とした計画幅員での拡幅の必

要性が低いものと評価し、廃止としております。 

次に、都市計画道路上市今町線は、都市計画道路大県本郷線から都市計画道

路太平寺本郷線までの延長約５００メートル、幅員１６メートル、２車線で計

画され、都市計画道路大県本郷線付近から都市計画道路柏原駅西線までの区間

は、府道柏原停車場大県線と重複し、既に整備されておりますが、それ以南は

未整備となっております。 

本路線は、広域的なネットワーク機能を持たず、現状で大きな混雑もないこ

とから、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。また、本路線

の未整備区間は、歩道空間が確保されていないため、交通安全機能の必要性は

ありますが、今後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が

低いことから、交通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路山の井高井田線は、都市計画道路大阪柏原線から国道２

５号までの延長約３，１４０メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、

大半の区間が未整備となっております。 

本路線が（旧）国道１７０号と重複する区間は、平成２２年の交通量が、１

日当たり約９，２００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量

の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しておりま

す。 

また、（旧）国道１７０号から国道２５号までの、大半が現道のない区間の 

東西方向の広域的な断面交通量については、府道堺大和高田線及び国道２５号

の２路線で、１日当たり約２４，０００台と予測され、合計４車線の交通容量
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に対して十分満足することから、交通処理機能の必要性は低いものと評価して

おります。 

本路線の都市計画道路大阪柏原線から都市計画道路太平寺本郷線までの区間

は、一部事業中及び今後大阪柏原線の整備に伴う影響が考えられることから存

続としています。 

また、都市計画道路太平寺本郷線から都市計画道路安堂線までの区間は、都

市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしま

すが、今後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が低いこ

とから、交通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

また、都市計画道路安堂線から国道２５号までの区間は、大半の区間が現道

のない市街化区域に位置しておりますが、既に住宅地等が形成されているため、

市街地形成機能等の必要性は低いものと評価し、廃止としております。 

次に、都市計画道路国分羽曳野線は、府道堺大和高田線から羽曳野市界まで

の延長約２，０３０メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、都市計

画道路玉手山線付近から南側は未整備となっております。 

本路線は、府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線と重複し、平成２２年の交通量が、１

日当たり約５，６００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量

の減少傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しておりま

す。 

本路線の未整備区間のうち、都市計画道路玉手山線付近から都市計画道路田

辺旭ヶ丘線までの区間については、近鉄河内国分駅へのアクセス機能を有し、

まちづくりや安全対策の観点から必要性が高いものと評価しております。 

また、都市計画道路田辺旭ヶ丘線から羽曳野市界までの区間については、都

市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしま

すが、今後、都市計画事業により拡幅することもなく、事業の実現性が低いこ

とから、交通安全機能について再検討した結果、廃止としております。 

次に、都市計画道路安堂線は、都市計画道路山の井高井田線から国道２５号

までの延長約３４０メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、全線未

整備となっております。 

本路線は、（旧）国道１７０号と重複し、平成２２年の交通量が、１日当た
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り約９，２００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少

傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

本路線は都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が

不足いたしますが、片側に歩道が概ね確保されており、今後、歩道の充実を目

的とした計画幅員での拡幅の必要性は低いものと評価し、廃止としております。 

次に、都市計画道路大正北条線は、国道２５号から藤井寺市界までの延長約

３００メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、全線未整備となって

おります。 

本路線は、（旧）国道１７０号と重複し、平成２２年の交通量が、１日当た

り約７，７００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少

傾向を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

本路線は都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員は

不足いたしますが、両側に歩道が概ね確保されており、今後、歩道の充実を目

的とした計画幅員での拡幅の必要性が低いものと評価し、廃止としております。 

これにより、各路線の変更内容については、国分道明寺線は延長約７６０メ

ートルを廃止し、名称を国分片山線に変更、上市今町線は延長約２４０メート

ルを廃止、山の井高井田線は延長約１，８２０メートルを廃止し、名称を山の

井太平寺線に変更、国分羽曳野線は延長約１，１９０メートルを廃止し、名称

を国分旭ヶ丘線に変更するものであります。 

また、安堂線及び大正北条線については、全線を廃止するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案につきま

して、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見がないようですので、

表決に入ります。議第３７９号を原案どおり承認することについて、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。次にご審議いただきますのは、議第３８０号です。その内容について幹事



平成25年度第3回大阪府都市計画審議会会議録 

31 

に説明させます。 

 

 

１０ 議第３８０号「南部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３８０号「南部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。議案書３３ページから３５ページ、資料４５ページ

から４７ページをご覧ください。本案件は、松原市域における都市計画道路天

美三宅線の見直しに関するものでございます。 

都市計画道路天美三宅線は近鉄南大阪線から都市計画道路別所西線までの延

長約２，６７０メートル、幅員１２メートル、２車線で計画され、都市計画道

路大阪河内長野線から東側の区間は未整備であります。 

本路線は、府道大堀堺線と重複し、平成２２年の交通量が、１日当たり約 

６，２００台で、現道での交通処理が可能と考えられ、将来交通量の減少傾向

を考慮すると、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

また、本路線の未整備区間は、都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅

員に対して歩道幅員が不足しており、国道３０９号から西側の区間は、今後、

松原市において事業化を検討していくことから存続としておりますが、国道 

３０９号から東側の区間は、今後、都市計画事業により拡幅することもなく、

事業の実現性が低いことから、交通安全機能について再検討した結果、廃止と

しております。以上により、天美三宅線については、延長約１，２３０メート

ルを廃止するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案につきま

して、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見がないようですので、

表決に入ります。議第３８０号を原案どおり承認することについて、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。次にご審議いただきますのは、議第３８１号です。その内容について、幹

事に説明させます。 

 

 

１１ 議第３８１号「南部大阪都市計画区域区分の変更」について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３８１号「南部大阪都市計画区域区分の変更」

についてご説明いたします。議案書の３７ページから３９ページ、資料の４９

ページから５１ページでございます。今回、区域区分を変更しようとする「稲

葉町地区」は、岸和田市中央部の市街化調整区域に位置します。 

本地区は、南部大阪都市計画区域マスタープランにおいて「主要な幹線道路

沿道で計画的にまちづくりを進める必要がある区域」としています。また、岸

和田市の都市計画マスタープランには、「地域と新しい市街地がつながりを持

つように配慮しながら岸和田中央線の整備に併せた拠点的なまちづくりを推進

する」としております。 

本地区は、平成２２年度にご審議いただきました府下一斉の区域区分の見直

し時点において、市街化区域へ編入する熟度には達していなかったことから、

計画的な市街地整備の実施が確実となった段階で、市街化区域への編入が可能

となる「保留フレーム」を設定いたしました。 

その後、本地区は地元において協議・検討が重ねられ、このたび、土地区画

整理事業による計画的な市街地整備の実施について合意形成が図られ、また、

関係機関との協議調整についても整いましたことから、約４７ヘクタールの区

域を市街化区域に編入するものです。 

本地区の市街化区域への編入は、現行市街化区域と連担しない飛地の区域で

あります。区域区分の見直しの基本方針に定める編入要件といたしまして、土

地区画整理事業により、区画道路や下水道、公園・緑地など都市基盤施設を整

備し、計画的な市街化を図ることが確実な区域であること。また、区域面積が

概ね５０ヘクタール以上であることから、飛地の市街化区域を編入するもので

す。 
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なお、市街化区域への編入にあたっては、緑化の目標として緑被率２０パー

セント以上を確保するとともに、景観にも配慮した土地利用を図るものとしま

す。 

また、計画的な市街化を図るため、岸和田市において、土地区画整理事業と

併せて、各地区の土地利用計画に応じた用途地域や地区計画などの都市計画を

定めます。本地区の北側区域については、岸和田中央線の沿道を生活利便関連

施設地区とし、地域住民へのサービス機能を提供する生活利便施設など商業系

の土地利用を図ります。用途地域については、第１種住居地域とし、地区計画

において戸建住宅の規制や敷地面積の最低限度を定めます。 

また、その後背地の区域を住宅地区とし、良好な低層住宅等を配置します。 

用途地域を第１種低層住居専用地域とし、地区計画において住宅以外の用途

を規制します。 

次に、本地区の南側区域で、岸和田中央線の沿道を工業系業務地区とし、幹

線道路に隣接する利便性を活かし、既成市街地と連携した新たな産業拠点とし

て、周辺環境に配慮した工業系の土地利用を図ります。用途地域を工業地域と

し、地区計画において住宅や遊技施設等を規制し、工場の操業環境を確保する

とともに、建築物の高さの規制を行い、周辺環境への配慮も行います。 

また、国道１７０号の沿道については、商・工業系業務地区とし、広域幹線

沿道の立地を活かし、商業及び工業系の土地利用を図ります。用途地域を準工

業地域とし、地区計画において住宅や遊技施設等を規制、敷地面積の最低限度、

建築物の高さの規制等により、周辺地域に配慮した商業・工業施設の立地を目

指します。 

なお、これら土地区画整理事業の決定、用途地域、高度地区の変更及び地区

計画の決定につきましては、市街化区域編入に併せて、良好な市街地形成を確

保するため、岸和田市で都市計画決定されるもので、本年１月３０日に開催さ

れました岸和田市都市計画審議会において承認されております。 

都市計画の案の作成にあたり、平成２５年６月２６日から２週間、公述人の

募集をしておりましたが、公述の申し出はございませんでした。 

また、今年の１月６日から２週間、案の縦覧を行いましたところ、１件の意

見書が提出されました。意見書の主な内容といたしましては、次の２点であり
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ます。 

まず、１点目といたしまして、私の所有地が岸和田丘陵土地利用計画図案で

農整備エリアに入るため、市に対して機会あるごとに市街化区域編入をお願い

したが、無視された。区域区分の変更は、阪和自動車道の岸和田和泉インター

チェンジや泉州山手線の計画道路、あるいは隣接する和泉市に建設中のモール

型大規模商業施設といった社会資本施設等から波及した経済効果を活用した計

画が必要であるため、これら社会資本施設等を取り入れた都市計画とすべきで

はないか。 

この意見に対する大阪府の見解といたしまして、区域区分は、無秩序な市街

地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の

形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和等、地域の実情に即した都市計画

を進める上で根幹をなすものです。 

南部大阪都市計画区域における区域区分の変更は、新たな都市的土地利用の

需要を適切に把握し、人口、世帯数及び産業の見通しと、市街化の現況及び動

向から、土地利用の目標年次における市街化区域の規模を想定し、「市街化区

域及び市街化調整区域の区域区分変更についての基本方針」に基づき、計画的

な市街化を図る上で、特に必要なもののみ行うこととし、加えて必要最小限の

区域としております。 

本地区は、都市計画区域マスタープラン及び岸和田市マスタープランに位置

付けられ、また、岸和田市において区域区分の変更と同時に土地区画整理事業

の都市計画決定が定められることから、計画的な開発事業が確実に図られるも

のであります。 

また、土地利用計画案は、周辺環境や農地の状況などを考慮し、岸和田市・

学識経験者・地元地権者等で構成する岸和田市丘陵地区整備機構協議会の提案

を受け、市が策定したもので、都市整備エリア、農整備エリア、自然保全エリ

アに区分し、土地利用の整序を図ることから、都市整備エリアである本地区を

市街化区域へ編入するものであり、貴所有地を含めた隣接地につきましては、

農整備エリアに区分されております。 

なお、ご指摘の社会資本施設等について、阪和自動車道の岸和田和泉インタ

ーチェンジや泉州山手線の計画道路等の都市施設は、都市全体として交通体系
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が確立されるよう総合的、一体的に定められているものでございます。モール

型大規模商業施設の建設地は既に市街化区域となっております。 

２点目といたしまして、理由には「保留人口フレームを解除し」と書かれて

いるが何のことか分からない。また、南部大阪都市計画区域区分の変更も、平

成１７年の配分する人口、保留人口が不明であるにもかかわらず、どうして平

成２７年の人口が出てくるのか。 

この意見に対する大阪府の見解といたしましては、「人口フレーム」とは区

域区分の変更において都市計画決定するもので、平成１７年を基準年次とし、

平成２７年を目標年次として想定した市街化区域内と市街化調整区域内の人口

です。 

市街化区域内の人口には、目標年次の市街化区域に適正に「配分する人口」

と、市街化区域への編入を予定する区域に配分する人口として、あらかじめ「保

留する人口」を設定します。この保留する人口のことを保留人口フレームと言

い、「保留人口フレームを解除する」とは、市街化区域編入の際に「保留する人

口」を減じて「配分する人口」を増やすことを指します。 

なお、この変更によって目標年次（平成２７年）における人口フレームは、

「配分する人口」を２，２２０，５００人、「保留する人口」を１，８００人

と設定しています。説明は以上でございます。 

【会長】（小林潔司君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案につきま

して、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見がないようですので、

表決に入りたいと思います。議第３８１号を原案どおり承認することについて、

ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】（小林潔司君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。以上で、本日の審議は終了いたしました。本日ご審議いただきました議案

については、直ちに事務局に必要な手続きを進めさせます。 

【森山委員】  市長会会長の森山です。５０年以上前にできた都市計画です

から世の中が様変わりして、都市計画を見直すことについては何も異議はあ

りません。その上で大阪府にお聞きしたいと思います。 

今まで、府議会などで都市計画の具体性について、いろいろと指摘があった
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と思います。その都度、見直しておけば良かったと思うのですが、いろいろと

チェックがあったので難しかったと思いますが、５０年経って見直すので、い

ろいろな意見が出て当然だと思います。 

私は、府下３３市の代表でここへ来ていますので、個別のことについては聞

きませんが、今日の１０件の案件のうち７件の中に、「交通安全機能の必要性

が著しく高くない」という文言があります。これは誰が決めたのか知りません。 

５０年間、都市計画がどうにもならなかったということは、そこにいろいろ

な問題があったということです。ですから、買収も工事もできなかったのです。 

そこには短い区間であろうと、長い区間であろうと、交通安全の問題がかな

り生じているはずなのです。 

そういう意味からいたしますと、この７件は、交通安全機能の必要性が著し

く高くないのではなくて、交通安全機能の必要性は著しく高いのです。 

どういう意味で書いておられるのか、お聞きしたいと思います。 

【会長】（小林潔司君）   幹事からお願いします。 

【幹事】（川上隆君）   森山委員からご指摘のありました「著しく高くない」

ということでございますが、確かに交通安全事業の必要性について「低い」、

「高い」を本来区別するようなものではないと承知しているところですけれど

も、今回、必要性と事業性を加味して検討してきた中で、多少そこに優先順位

の差がついているということが 1 点ございます。 

もう一点、この中で「著しく高い」と評価して残しているケースとしては、

不特定多数の人が多く集まる駅前やバリアフリーに関わるような施設へのアク

セスというようなものについては「著しく高い」という表現を使っています。 

それ以外は著しく高くないのかと言いますと、言葉のあやとして、同じよう

に交通安全の必要性があるところは多いと認識していますが、必要性と重要性、

といったものを加味した中で、そういう駅やバリアフリー等の関連の施設への

アクセスというような必要性が高いところについては、「著しく」という言葉

を使っています。 

【森山委員】   説明は分かりますが、「著しく高くない」と書く必要はない

と思います。このようなことを申し上げるのは、今日の案件は、各市の中で、

かなり危ないところばかりです。できましたら。「著しく高くない」という文言
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を削ってほしいと思いますが、不可能であれば結構です。 

もう一つは、都市計画から外れたからといって大阪府は手を抜かれることな

く、都市計画をしているとき以上に力を入れていただけると私は受け取ってい

ますが、その点は間違いないですね。都市計画が外れたから、当該市が勝手に

やりなさいということはないですね。 

勿論、協議していくのですが、今までより力が入らなくなってしまったら意

味がありませんので、その点はどうですか。 

【幹事】（川上隆君）   １点目の文言については、少し検討させてください。 

２点目の「都市計画が外れたら力が抜けることはないですね」という点につ

きましては、どちらかと言えば、都市計画の幅員や都市計画の事業として行っ

ている交通安全事業の方が少ないぐらいです。 

あくまでも道路全体を評価して、交通量の多少や、通学路、バリアフリーな

どを加味して行っていますので、都市計画から外れたからといって、順位が下が

るということではございません。 

【森山委員】   よろしくお願いします。 

【会長】（小林潔司君）   それでは、これをもちまして、平成２５年度第３

回大阪府都市計画審議会を閉会とさせていただきます。委員の皆様方には議事

の進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

午後５時３５分閉会 


